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一般緊急輸送道路沿道建築物
耐震化促進事業

緊急輸送道路は、震災時の救急救命・消火活動、物資の輸送、復旧復興の生命線・大動脈であり、
沿道建築物の倒壊による道路閉塞を防ぐことは、都民の生命と財産を守るとともに、首都機能を維
持するために極めて重要です。
このため、東京都は「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行し、

沿道建築物の所有者は耐震化に努めなければならないと定めました。
墨田区では、一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断・補強設計・耐震改修工事に係る費用の一

部を補助することで、耐震化を促進していきます。

● 墨堤通り（都道４６１号） ● 明治通り（都道３０６号）

● 丸八通り（都道４７６号） ● 浅草通り（都道４５３号）

● 清澄通り（都道４６３号） ● 三ツ目通り（都道３１９号）

● 四ツ目通り（都道４６５号）● 都道４４９号

※詳しい地図は、東京都耐震ポータルサイト

「緊急輸送道路沿道建築物の耐震化」から確認できます。

（URL→https://www.taishin.metro.tokyo.lg.jp/）

墨田区内の一般緊急輸送道路

補助対象建築物(沿道建築物)の要件

以下のすべてを満たす建物です。

① 昭和５６年５月３１日以前に建築されたもの

② 敷地が一般緊急輸送道路に接しているもの

③ 前面道路幅員のおおむね１／２以上の高さのもの

④ 補強設計および耐震改修工事を実施する場合に

あっては、耐震診断の結果、Is=0.6未満と判断

されたものをIs=0.6以上にする内容であること。

※Is：構造耐震指標（耐震性能を示す数値）

⑤ 耐震改修工事を実施する場合にあっては、評定

を取得した補強設計の内容に基づく工事である

こと。

補助制度についての問合せ先

墨田区 都市計画部 不燃・耐震促進課 不燃化・耐震化担当

〒１３０－８６４０ 墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号（区役所９階）

TＥＬ：０３－５６０８－６２６９ ＦＡＸ：０３－５６０８－６４０９

補助制度ご利用上の主な注意点

　補助対象事業の工期が、年度をまたぐ予定で
す。この場合の補助金の支払いタイミングや、
申請の手続きはどうなりますか？
（例：令和５年９月に契約・着手し、
　　　令和６年１１月に工事完了の予定）

◆「評定の取得」とは、耐震診断等の内容が、国が掲
げる基準に則って適切に行われたものであるか否か
を、第三者機関が判断することです。
◆評定は、以下の区が指定する機関で取得する必要が
あります。
①　一般社団法人すみだまちづくり協会
②　耐震改修促進法第１７条第３項に規定する計画の
認定に係る耐震改修計画等の技術評定に関する協定を
東京都と締結した機関（ホームページ「東京都耐震
ポータルサイト」トップ→「東京都の取組」→「耐震
改修計画の認定」で確認可能）

➡

◆補助対象事業が年度をまたぐ場合は「出来高払い」
対応となり、総事業費に対して各年度の事業費が占め
る割合に基づき、補助金を分割して年度ごとにお支払
いします。
◆その場合、基本的な「補助対象確認申請」及び「交
付申請兼完了報告」のほか、年度ごとに、出来高払い
を行うための対象確認申請と実施報告が必要となりま
す。詳細は、事前相談の際にお問い合わせください。

　翌年度以降に、工事を検討しています。
まずは事前相談とありますが、どのような事を
相談すればよいですか？

➡

◆事前相談では、補助制度についてご説明するほか、
申請書類をお渡しします。
◆その際、建物に係る情報（建築年、延床面積、用
途、所有権者等）や、事業に係る情報（工期、見積も
り費用等）について伺わせていただきます。別紙
「【事前相談のご案内】墨田区耐震化促進助成制度の
利用を検討されている方へ」をもとに、事前相談票の
提出とできるだけ多くの情報提供にご協力ください。
◆補助制度は、あらかじめ予算措置が必要な事業にな
りますので、事前相談はお早めにお願いします。

　耐震診断および補強設計の補助を受ける上で
必要となる、「評定の取得」とはなんですか？

➡

融資制度のご紹介（参考情報）

一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事について、一定の条件を満たす場合は、取扱金融機関が定

める普通利率より低い利率で融資する制度もございます。

詳しくは、ホームページ「東京都耐震ポータルサイト」トップ→「耐震化助成制度」→「耐震診断・耐

震改修に関する融資のご紹介」をご覧いただき、東京都または実施金融機関にお問い合わせください。

（東京都耐震ポータルサイト ホームページURL：https://www.taishin.metro.tokyo.lg.jp/）

補助対象者及び補助対象事業の要件

・沿道建築物の所有者（区分所有建築物における管理組合を含む）であること。

または、所有者から事業を行うことについて承諾を得た者であること。

・不動産業者が、売買・分譲を目的に行う事業でないこと。
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※工事監理に要した費用は、補助対象事業費に含まれません。

補足①：補助基準額の算出方法（耐震改修工事）

→既存建物の延床面積×１㎡あたり単価（下表）による。（上限：１０，０００㎡）

※原則として、建築確認のあった延床面積が採用されます。

※単年度で完結する事業は、「補助対象確認申請」以降の手続きを年度内に完了させてください。

　複数年度に及ぶ事業は、「出来高払い」対応となり、別途手続きが発生します。（裏面参照）

※提出された書類の審査期間は、おおむね２か月です。（諸事情により延長することがあります。）

主要な用途（過半を占める用途） １㎡あたり単価

建築物（店舗・事務所等） 51,200円／㎡

分譲マンション 50,200円／㎡

補助対象事業費 補助金の額

補助対象事業費の２／３
（限度額：３，０００万円）

ア 補助基準額（補足①参照）

その他住宅（賃貸マンション、戸建等） 34,100円／㎡

イ

補助対象事業費 補助金の額

実際に要する費用 補助対象事業費の２／３
（限度額：２００万円）

補助対象事業費 補助金の額

実際に要する費用 補助対象事業費の２／３
（限度額：２００万円）

＜ア・イのいずれか低い額＞

実際に要する費用

耐震化の実現までの流れ

建築士が建物の耐震性

能を評価し、耐震改修

の要否を判定します。

適切な耐震改修工事を

行うためには、耐震診

断の実施が必須です。

耐震診断

耐震診断の結果をもとに、目標と

する耐震性能を実現させるための

設計（構造計算・図面作成等）を

行います。
改修方法・工法は、施工の条件・
費用・工期のほか、所有者の意向
もふまえながら検討していきます。

補強設計

補強設計の内容に基づき、工事を
実施します。外装や設備等のリ
フォーム工事と同時に施工するこ
とで、費用・工期の面で効率化を
図ることもできます。

※リフォーム等、耐震改修以外の

工事は補助対象外です。

耐震改修工事

※本事業では補助対象外となり
ますが、他の補助制度を活用
できる場合もありますので、
ご相談ください。

建替え・除却

各種補助金 申請手続きの基本的な流れ

耐震診断を実施済みの一般緊急輸送道路沿道建築物では、建築士・弁
護士・ファイナンシャルプランナー等の専門家の派遣や、建築士によ

る改修計画案の作成が、無料でご利用いただけます！

※（公財）東京都防災・建築まちづくりセンターで受付。
◆ＴＥＬ：０３－５９８９－１４５７
◆月～金の９時から１７時まで（土日祝日、年末年始は休業）
（水曜日のみ１９時まで）

※所有者本人による申込みが必要です。

申請者 墨田区

補助には、予算の確保や、国及び都との事前調整が必
要になります。お早めの事前相談をお願いします。
※事前相談票のほか、関係資料を提供いただきます。
※事前相談は、前年度でも受け付けています。

補助対象確認申請書類提出

交付申請兼完了報告書類提出

補助対象確認結果通知書の発行

契約・事業の実施

評定の取得（※耐震診断・補強設計で必要）

事業の契約は、必ず、補助対象確認結果通知書の発行

後に締結してください。

発行前に契約した場合は、補助金が交付できません。

補助金交付決定通知書の発行

補助金のお支払い請求後、約１～２か月後のお支払いとなります。

申請者から業者への支払いを済ませた状態で、区へ申

請いただきます。

補助金の額について

一般緊急輸送道路沿道建築物では、「耐震診断」「補強設計」「耐震改修工事」の

３つが補助対象となります。それぞれの補助率や補助限度額は、次のとおりです。

事前相談書類提出

補助金の請求書類提出

耐震改修工事では、建物の延床面積に上の単価をかけた金額が、補助対象

事業費の限度になります。主要な用途（過半を占める用途）１㎡あたり（店舗・事務所
200円／㎡分譲マンション 50,200円／㎡その他住宅（賃貸マンション、戸建等） 34,10
【例】４５０㎡の事務所ビルで、２，５００万円の耐震改修工事をした場合

→補助対象事業費はあくまで２，３０４万円（４５０㎡×５１，２００円／㎡）
よって、補助額は２，３０４万円に２／３をかけた１，５３６万円となります。


